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－1－ 

議案第２３号 

 

令和３年度利府町一般会計予算 
 

 令和３年度利府町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２，１７０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した

給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和３年３月２日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－2－

（単位：千円）歳 入

項

町 税1 4,348,584

町 民 税1 1,891,963

固 定 資 産 税2 2,130,168

軽 自 動 車 税3 90,562

市 町 村 た ば こ 税4 235,774

入 湯 税5 117

地 方 譲 与 税2 84,601

地 方 揮 発 油 譲 与 税1 20,000

自 動 車 重 量 譲 与 税2 60,000

地 方 道 路 譲 与 税3 1

森 林 環 境 譲 与 税4 4,600

利 子 割 交 付 金3 2,000

利 子 割 交 付 金1 2,000

配 当 割 交 付 金4 10,000

配 当 割 交 付 金1 10,000

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金5 5,000

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金1 5,000

法 人 事 業 税 交 付 金6 25,000

法 人 事 業 税 交 付 金1 25,000

地 方 消 費 税 交 付 金7 670,000

地 方 消 費 税 交 付 金1 670,000

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金8 20,000

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金1 20,000

自 動 車 取 得 税 交 付 金9 1

自 動 車 取 得 税 交 付 金1 1

環 境 性 能 割 交 付 金10 6,000



－3－

金          額款 項

環 境 性 能 割 交 付 金 環 境 性 能 割 交 付 金110 6,000

国有提供施設等所在市町村助成交付金11 300

国有提供施設等所在市町村助成交付金1 300

地 方 特 例 交 付 金12 50,000

地 方 特 例 交 付 金1 40,000

2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 10,000

地 方 交 付 税13 950,000

地 方 交 付 税1 950,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金14 5,000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金1 5,000

分 担 金 及 び 負 担 金15 108,812

負 担 金1 108,812

使 用 料 及 び 手 数 料16 211,512

使 用 料1 148,852

手 数 料2 62,660

国 庫 支 出 金17 1,778,296

国 庫 負 担 金1 1,517,477

国 庫 補 助 金2 254,795

委 託 金3 6,024

県 支 出 金18 948,714

県 負 担 金1 674,768

県 補 助 金2 183,065

委 託 金3 90,881

財 産 収 入19 9,492

財 産 運 用 収 入1 9,489

財 産 売 払 収 入2 3

109609
四角形



金          額款

－4－

項

寄 附 金20 250,000

寄 附 金1 250,000

繰 入 金21 1,253,800

特 別 会 計 繰 入 金1 5

基 金 繰 入 金2 1,253,795

繰 越 金22 10,000

繰 越 金1 10,000

諸 収 入23 421,888

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1,500

預 金 利 子2 1

貸 付 金 元 利 収 入3 170,635

受 託 事 業 収 入4 31,370

雑 入5 218,382

町 債24 1,001,000

町 債1 1,001,000

12,170,000歳              入              合              計



－5－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 議 会 費 138,982

議 会 費 1 138,982

2 総 務 費 1,935,924

総 務 管 理 費 1 1,176,586

徴 税 費 2 165,917

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 3 83,967

選 挙 費 4 46,526

統 計 調 査 費 5 1,228

企 画 費 6 453,365

監 査 委 員 費 7 8,335

3 民 生 費 4,487,925

社 会 福 祉 費 1 1,709,285

児 童 福 祉 費 2 2,776,933

災 害 救 助 費 3 1,707

4 衛 生 費 975,399

保 健 衛 生 費 1 522,216

清 掃 費 2 453,183

5 労 働 費 40,201

労 働 諸 費 1 40,201

6 農 林 水 産 業 費 126,128

農 業 費 1 103,203

林 業 費 2 18,284

水 産 業 費 3 4,641

7 商 工 費 442,078

商 工 費 1 442,078

8 土 木 費 838,789



金          額款

－6－

項

土 木 管 理 費 18 土 木 費 28,812

道 路 橋 梁 費 2 520,668

河 川 費 3 150

都 市 計 画 費 4 251,060

住 宅 費 5 38,099

9 消 防 費 480,206

消 防 費 1 480,206

10 教 育 費 1,537,419

教 育 総 務 費 1 368,723

小 学 校 費 2 141,572

中 学 校 費 3 76,641

社 会 教 育 費 4 453,672

保 健 体 育 費 5 496,811

11 災 害 復 旧 費 2

公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 1 1

公 共 施 設 等 災 害 復 旧 費 2 1

12 公 債 費 1,103,743

公 債 費 1 1,103,743

13 予 備 費 63,204

予 備 費 1 63,204

12,170,000歳              出              合              計

109609
四角形



児 童 ク ラ ブ 除 細 動 器 賃 貸 借 事 業 令和４年度から令和７年度まで １，４６６

自 動 車 賃 貸 借 事 業 令和４年度から令和１１年度まで １０，４４２

（単位：千円）

事　　　項 期　　　間 限　度　額

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為

議 場 映 像 音 響 機 器 賃 貸 借 事 業 令和４年度 １４９

コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム 保 守 業 務 事 業 令和４年度 １，５１５

学 校 給 食 施 設 真 空 冷 却 機 賃 貸 借 事 業 令和４年度から令和５年度まで １，２３１

学 校 給 食 施 設 食 器 洗 浄 機 賃 貸 借 事 業 令和４年度 １４０

学 校 給 食 施 設 食 缶 洗 浄 機 ・ 連 続 揚 物 機 賃 貸 借 事 業 令和４年度 １６５

議 場 シ ス テ ム 機 器 賃 貸 借 事 業 令和４年度から令和８年度まで １１，４３０

－7－



－8－

計 １，００１，０００

学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 ６，１００

臨 時 財 政 対 策 債 ６００，０００

償還の方法利　　率起債の方法限　度　額

１５，２００
証書借入又は
証券発行

　年５．０％以内（ただし、利率
見直し方式で借り入れる資金につ
いて、利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の利率）

　借入期日の翌日から３０年以内に半年賦
元利均等償還又は元金均等償還とする。た
だし、融資条件又は財政の都合により償還
年限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利
に借換えすることができる。

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業

１３９，７００道 路 整 備 事 業

第 ３ 表 地 方 債

（単位：千円）

農 林 水 産 業 施 設 整 備 事 業

公共施設等適正管理推進事業 ２２７，６００

起債の目的

１２，４００
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利府町国民健康保険特別会計予算 
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議案第２４号 
 

令和３年度利府町国民健康保険特別会計予算 
 

 令和３年度利府町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，９６５，１８１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給

付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和３年３月２日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－10－

（単位：千円）歳 入

項

国 民 健 康 保 険 税1 544,683

国 民 健 康 保 険 税1 544,683

使 用 料 及 び 手 数 料2 273

手 数 料1 273

国 庫 支 出 金3 1

国 庫 補 助 金1 1

県 支 出 金4 2,153,344

県 補 助 金1 2,153,344

財 産 収 入5 4

財 産 運 用 収 入1 4

繰 入 金6 263,806

他 会 計 繰 入 金1 169,293

基 金 繰 入 金2 94,513

繰 越 金7 1,000

繰 越 金1 1,000

諸 収 入8 2,070

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1,192

貸 付 金 元 利 収 入2 340

雑 入3 538

2,965,181歳              入              合              計



－11－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 32,796

総 務 管 理 費 1 31,797

徴 収 費 2 583

運 営 協 議 会 費 3 416

2 保 険 給 付 費 2,121,723

療 養 諸 費 1 1,824,519

高 額 療 養 費 2 281,269

移 送 費 3 40

出 産 育 児 諸 費 4 9,245

葬 祭 諸 費 5 2,150

傷 病 手 当 金 6 4,500

3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 747,357

医 療 給 付 費 分 1 497,111

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 2 190,825

介 護 納 付 金 分 3 59,421

4 共 同 事 業 拠 出 金 3

共 同 事 業 拠 出 金 1 3

5 保 健 事 業 費 48,970

保 健 事 業 費 1 23,048

特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 2 25,922

6 基 金 積 立 金 4

基 金 積 立 金 1 4

7 公 債 費 4

公 債 費 1 4

8 諸 支 出 金 4,324

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 4,321



金          額款

－12－

項

繰 出 金 28 諸 支 出 金 3

9 予 備 費 10,000

予 備 費 1 10,000

2,965,181歳              出              合              計

109609
四角形
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－13－ 

議案第２５号 

 

令和３年度利府町介護保険特別会計予算 
 

 令和３年度利府町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，２９４，８４８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５０，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給

付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和３年３月２日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－14－

（単位：千円）歳 入

項

保 険 料1 581,056

介 護 保 険 料1 581,056

使 用 料 及 び 手 数 料2 50

手 数 料1 50

国 庫 支 出 金3 417,307

国 庫 負 担 金1 378,890

国 庫 補 助 金2 38,417

支 払 基 金 交 付 金4 584,319

支 払 基 金 交 付 金1 584,319

県 支 出 金5 326,871

県 負 担 金1 310,838

県 補 助 金2 16,033

財 産 収 入6 9

財 産 運 用 収 入1 9

繰 入 金7 384,132

一 般 会 計 繰 入 金1 364,096

基 金 繰 入 金2 20,036

繰 越 金8 1,000

繰 越 金1 1,000

諸 収 入9 104

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 101

雑 入2 3

2,294,848歳              入              合              計



－15－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 61,652

総 務 管 理 費 1 29,509

徴 収 費 2 950

介 護 認 定 審 査 会 費 3 30,981

運 営 協 議 会 費 4 212

2 保 険 給 付 費 2,124,658

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 1 1,937,769

介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 2 55,764

そ の 他 諸 費 3 1,821

高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 4 54,904

特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 5 74,400

3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1 1

4 基 金 積 立 金 9

基 金 積 立 金 1 9

5 地 域 支 援 事 業 費 97,975

介護予防・生活支援サービス事業費 1 26,727

介 護 予 防 事 業 費 2 14,849

包 括 的 支 援 事 業 費 3 56,069

そ の 他 諸 費 4 90

高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 5 240

6 公 債 費 1

公 債 費 1 1

7 諸 支 出 金 552

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 551

繰 出 金 2 1



金          額款

－16－

項

8 予 備 費 10,000

予 備 費 1 10,000

2,294,848歳              出              合              計
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－17－ 

議案第２６号 
 

令和３年度利府町後期高齢者医療特別会計予算 
 

 令和３年度利府町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１５，６３３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

  

令和３年３月２日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－18－

（単位：千円）歳 入

項

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 262,247

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 262,247

使 用 料 及 び 手 数 料2 27

手 数 料1 27

繰 入 金3 52,758

一 般 会 計 繰 入 金1 52,758

繰 越 金4 599

繰 越 金1 599

諸 収 入5 2

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料1 1

雑 入2 1

315,633歳              入              合              計



－19－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 1,563

総 務 管 理 費 1 1,563

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 313,039

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1 313,039

3 諸 支 出 金 631

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1 630

繰 出 金 2 1

4 予 備 費 400

予 備 費 1 400

315,633歳              出              合              計



 



 
 

令 和 ３ 年 度 
 

利府町町営墓地特別会計予算 
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議案第２７号 
 

令和３年度利府町町営墓地特別会計予算 
 

 令和３年度利府町の町営墓地特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，９８７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

令和３年３月２日提出 

利府町長    熊 谷  大  

 



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算
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（単位：千円）歳 入

項

使 用 料 及 び 手 数 料1 6,134

使 用 料1 2,004

手 数 料2 4,130

財 産 収 入2 182

財 産 運 用 収 入1 182

繰 入 金3 4,669

基 金 繰 入 金1 4,669

繰 越 金4 1

繰 越 金1 1

諸 収 入5 1

雑 入1 1

10,987歳              入              合              計
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金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 事 業 費 1,149

町 営 墓 地 管 理 費 1 1,149

2 基 金 積 立 金 3,173

基 金 積 立 金 1 3,173

3 公 債 費 5,665

公 債 費 1 5,665

4 予 備 費 1,000

予 備 費 1 1,000

10,987歳              出              合              計



 



 
 

令 和 ３ 年 度 
 

利府町水道事業会計予算 
 

 
 
 
 
 



 



（総則）

第 １ 条

（業務の予定量）

第 ２ 条

（収益的収入及び支出）

第 ３ 条

第 １ 款

（資本的収入及び支出）

第 ４ 条

は、過年度分損益勘定留保資金 ３８４，９２２ 千円で補てんするものとする。）。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３８４，９２２ 千円

千円予 備 費

千円

千円

千円

水道事業収益

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

千円９３６,７０６

８９５,４４９営 業 費 用

支　　　　　　　　　　　　　　出

第 １ 項

第 ２ 項

第 ４ 項

千円

業務の予定量は、次のとおりとする。

令和３年度利府町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

戸

㎥

千円

㎥

４,１２４,１４４

１１,３５４

給 水 戸 数

年 間 総 配 水 量

議案第２８号

（４）

営 業 収 益

（１）

令 和 ３ 年 度 利 府 町 水 道 事 業 会 計 予 算

２９０,１０４

１,０６６,４４９

９３７,６０２

１３,８００

１２８,８４７

３１,２５７

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　　　　　　入

１０,０００

水道事業費用

千円

一 日 平 均 配 水 量

主 要 な 建 設 改 良 事 業

第 １ 款

第 １ 項

第 ２ 項

（２）

（３）

－25－



－26－

（継続費）

第 ５ 条

（企業債）

第 ６ 条

第 １ 款

他 会 計 補 助 金

千円

千円

収　　　　　　　　　　　　　　入

２,４４４

３,３４０

１００,３８４

１

証書借入又は
証券発行

限　　度　　額 起債の方法 償　　　還　　　の　　　方　　　法

９４,６００

１１８,４７３

４８５,３０６

第 ２ 項

１

款 年　割　額項

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

資 本 的 支 出

　年５．０％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見直し後
の利率）

建 設 改 良 費

浄水施設
更新事業

資 本 的 収 入

令和２年度利府浄水場№２・３・４急速ろ
過機電動弁更新事業

３６６,８３３

第 ５ 項

第 ６ 項 企 業 債

資 本 的 支 出 千円第 １ 款

第 １ 項

開 発 負 担 金第 １ 項

千円

７７,８３２
１７２,４３６

９４,６０４

　借入期日の翌日から４０年以内に半年賦元利
均等償還又は元金均等償還とする。ただし、融
資条件又は財政の都合により償還年限を短縮
し、若しくは繰上償還又は低利に借換えするこ
とができる。

起債の目的 利　　　率

千円

（単位：千円）

建 設 改 良 費

支　　　　　　　　　　　　　　出

千円

継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

９４,６００

企 業 債 償 還 金

年　　　度

令和３年度

（単位：千円）

総　　　額事　　業　　名

千円



（一時借入金）

第 ７ 条

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第 ８ 条

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 ９ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（たな卸資産購入限度額）

第 １０ 条

令和３年３月２日提出

外費用に係る予算額に過不足を生じた場合と定める。

１０

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１款水道事業費用のうち、第１項営業費用及び第２項営業

交 際 費

（１） 千円

千円

利府町長　　　　熊　谷　　大

たな卸資産の購入限度額は、１０，０００千円と定める。

職 員 給 与 費

（２）

７１,７１６

一時借入金の限度額は、１０，０００千円と定める。

－27－



 



 
 

令 和 ３ 年 度 
 

利府町下水道事業会計予算 
 
 

 
 
 
 



 



議案第２９号

（総則）
第 １ 条

（業務の予定量）
第 ２ 条

（収益的収入及び支出）
第 ３ 条

下水道事業収益
第 １ 項
第 ２ 項

下水道事業費用
第 １ 項
第 ２ 項
第 ４ 項

（資本的収入及び支出）
第 ４ 条  資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１０８，０７０千円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４２，７０２千円、過年度分損益勘定留保資金１２，８３４千円及び当年度分損益勘
定留保資金５２，５３４千円で補てんするものとする。）。

千円

営 業 外 収 益

第 １ 款

千円

営 業 外 費 用
予 備 費

（２）

第 １ 款

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

一 日 平 均 排 水 量

４６０,６１８営 業 収 益

（４）

令 和 ３ 年 度 利 府 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算

業務の予定量は、次のとおりとする。

㎥

令和３年度利府町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

㎥

人処 理 区 域 内 人 口（１）
年 間 排 水 量

（３）
主要な建設改良事業

収　　　　　　　　　　　　　　入

３４,７１０
３,６９５,０００

１０,１２０
３６６,１００

１,２４６,００６

千円

千円

支　　　　　　　　　　　　　　出
千円

営 業 費 用

７８５,３８８

１,２２９,９６５
１,１７６,１２８

５２,８３７
１,０００

－29－
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第 １ 項
第 ２ 項
第 ３ 項

第 １ 項
第 ２ 項

（債務負担行為）
第 ５ 条

水 洗 便 所 改 造 資 金 損 失 補 償

第 １ 款

第 １ 款

５９５,４５２
７８,５００

出 資 金

７０３,５２２
４７３,３５４

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

　融資元本の最終償還期限後約
定に基づく期限を経過してもな
お元本及び遅延利子の全部又は
一部が回収されなかった場合に
おける当該回収されなかった金
額

資 本 的 支 出

令和４年度から令和８年度まで

２３０,１６８

千円

企 業 債 償 還 金

収　　　　　　　　　　　　　　入

４９２,８００

千円

２４,１５２

事　　　　　　　　　項

企 業 債

建 設 改 良 費

期　　　　間

千円

千円

支　　　　　　　　　　　　　　出
千円

千円

水 洗 便 所 改 造 資 金 利 子 補 給 令和４年度から令和７年度まで

限　　度　　額

　借入期間中における融資残高
につき約定利率により計算した
利子相当額

資 本 的 収 入
千円国 庫 支 出 金



（企業債）
第 ６ 条

（単位：千円）

（一時借入金）
第 ７ 条

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第 ８ 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１款下水道事業費用のうち、第１項営業費用及び第２項営業

外費用に係る予算額に過不足を生じた場合と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第 ９ 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流

用する場合は、議会の議決を経なければならない。

令和３年３月２日提出

　借入期日の翌日から４０年以内に半年賦元利
均等償還又は元金均等償還とする。ただし、融
資条件又は財政の都合により償還年限を短縮
し、若しくは繰上償還又は低利に借換えするこ
とができる。

限　　度　　額 起債の方法

証書借入又は
証券発行

利　　　　率

３７，６００

６８，７００

流域下水道事業

資本費平準化事業

職 員 給 与 費

一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。

４９２,８００

　年５．０％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを行っ
た後においては、当該見直し後
の利率）

償　　還　　の　　方　　法

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

利府町長　　　　熊　谷　　大

２０,７４７ 千円

公共下水道事業

起債の目的

３８６，５００

計

－31－



 



 


